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「もんじゅ」再生に向けての提言 

 

早瀬佑一、早野睦彦 

 

1.はじめに 
昨年 11月の原子力規制委員会（規制委）の「勧告」を

受けて、文部科学省の「『もんじゅ』の在り方に関する検

討会（有馬検討会）」をはじめとして、様々な議論がかわ
されている。東電福島原子力事故を経験した我が国で、将

来のエネルギー供給とその中で「もんじゅ」をいかに位置

付けるか、冷静、かつ、現実的視点にたって、考察するこ
とが肝要である。 

 以下に、エネルギー供給の現状と将来の課題の認識を

もとに、「もんじゅ」再生に向けた提言を取りまとめた。  
 

2.資源小国日本としての認識 

(1)日本のエネルギー状況 
現在、日本のエネルギー自給率は約６％で食料自給率約

３９％（2013年）よりさらに低く、エネルギー資源である

石油や石炭、天然ガスはほとんどを海外からの輸入に頼っ
ている。これは OECD加盟国 34カ国の中でもルクセンブル

グについで 2番目に低い水準である。生き残るために最低

限必要なものについて手段を尽くして守ることが安全保
障であり、エネルギー安全保障は国の死活に関わる最重要

政策である。 
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エネルギーには一次エネルギーとそれを加工した二次エ
ネルギー（電気、都市ガス、水素など）があるが、一次エ

ネルギーは化石燃料によるエネルギー、再生可能エネルギ

ーそして原子力エネルギーの 3種類しかない。化石燃料は
いつか無くなる。再生可能エネルギーは、間欠的であるだ

けでなく、そのエネルギー密度の低さから経済的に見合わ

ず、基幹エネルギーとすることは大変難しい。再生可能エ
ネルギーが自然エネルギーとして恰も環境にやさしいと

の印象を与えているが、当初から専門家が指摘していた通

り、再生可能エネルギーを利用するにはバックアップとし

て火力発電に頼らざるを得ない等、環境に決してやさしく

ないということが明らかになってきた。一方、原子力は逆

にエネルギー密度が桁違いに大きく、取扱いには十分すぎ
るほどの配慮が必要である。即ち、科学技術には必ず光と

陰があり、それぞれに課題がある。課題があるから開発を

諦めると短絡的に考えるべきではない。 
わが国は昭和 30 年に公布された原子力基本法は改正を
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加えながらも第 7 条（開発機関）「原子力に関する基礎的

研究及び応用の研究、核燃料サイクルを確立するための技
術開発、核燃料物質に関する技術開発等は、独立行政法人

日本原子力研究開発機構において行う。」と核燃料サイク

ルの確立を規定した。 
資源の有効利用、高レベル放射性廃棄物の減容化、有害

度低減等の観点から、使用済み燃料を再処理し、回収され

るプルトニウムなどを有効利用する核燃料サイクルの推
進をわが国の基本方針としている。このことは東電福島原

子力事故を経ても変わるものではない。事故を機に原子力

のリスクばかりが語られるが、原子力を失った場合の国と
してのリスクも十分考慮する必要がある。 

(2)国際協力の罠 

高速炉開発は国際プロジェクトに軸を移し、すでにフラ
ンスが進めている実証炉（ASTRID）との協力に注力するこ

ととしてはどうかとの、やや視点を逸らせた意見が散見さ

れる。高速炉先進国はフランス（スーパーフェニックス：
実証炉）、ロシア（BN-800 :実証炉）、インド（PFBR:原型

炉）があり、どの国と手を組もうと「もんじゅ」（原型炉）

を玉成できない国がこれらの国と手を組んでも隷属する
だけである。工学・技術は自ら作って初めて身につく経験

学であり、「もんじゅ」を放棄することは今までの努力を

無にしてすべてを失うこととなる。戦後の GHQによる航空
機開発の禁止による市場への参入の遅れのように、技術植

民地として甘んじざるを得ない環境を作ってしまいかね

ない。資源小国のわが国にとって自前の技術を持つことこ
そがエネルギー安全保障そのものであると言える。 

(3)次世代のために 

21 世紀に入ってエネルギー確保の道はより険しいもの
になっている。化石燃料の世界ではシェールガスの開発、

メタンハイドレードの採取・活用など、既存資源の制約を

乗り越える技術開発が成果を見せつつあるが、これとて有
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限の資源である。原子力の世界でもいつまでも上澄みのよ

うな軽水炉発電のみに安住し、さらなる開発を怠るという
ことは許されない。少しでも資源効率の良い発電の開発に

努力すべきことは自明であり、課題があれば英知を結集し

て乗り越えていくことが地球規模として必須である。核物
理の本質は高速中性子の活用を示唆しており、高速炉を増

殖炉として活用することが人類に与えられた使命でもあ

り必然である。確かに高速炉の開発にもいろいろ困難な課
題がある。しかし、「常陽」の建設・運転、「もんじゅ」の

建設と開発を続けていく中で確かな技術の発展を見てき

ており、「もんじゅ」の発電原型炉としての成果も目前に
している中では、更なる困難の克服は必然であっても、こ

の放棄は与えられた使命の放棄というしかない。ここは科

学技術の粋を極めてエネルギー安定確保と資源効率の極
限的な向上を成し遂げるべく、万難を排して「もんじゅ」

を通じた研究開発を継続するべきである。 

 
3.提言 

東電福島原子力事故を経験して、多くの国民が原子力政

策と原子力技術に大きな不安と不信を抱いている。これが
今回の「もんじゅ」勧告の背景の一つとなっているのでは

ないかと思われる。しかし、前述のとおり資源小国の我が

国において、エネルギー安全保障と地球環境問題への対応
として、原子力エネルギーの利用と核燃料サイクルの確立

は重要な選択肢として外せない。そのなかで高速炉技術開

発は欠かすことのできない重要な要素であることは国家
的要請であって、東電福島原子力事故の後でも変わらない。

勧告への対応を議論するに当たって、この溝をしっかり埋

めて、高速炉技術開発は官民を挙げて着実に取り組む必要
があることを改めて認識した上で以下について提言する。 

(1)オールジャパンで「もんじゅ」運営に責任を持てる体制

の構築を 
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今回の規制委の「勧告」で問われているのは、「もんじゅ」

の設計や設備の良し悪しではなく、ましてやナトリウム冷
却高速増殖炉の概念の妥当性でもなく、日本原子力研究開

発機構（原子力機構）のマネジメント能力の欠如と管理体

制不備の問題である。原型炉としての「もんじゅ」の基本
概念と設計は国際標準に照らしてみても十分な技術的根

拠を有している。「勧告」への回答として、規制委が求め

るような代替運営組織は見当たらない。 
短期間であっても「もんじゅ」の運転と保守を経験して

きた我が国で唯一の原子力機構を中核とし、電力、メーカ

ーを組み込んだオールジャパン新体制を構築して強いリ
ーダーシップのもと、一つひとつの問題・課題を地道に解

決することしか道はない。電力、メーカーからの人材は、

これまでのような短期間（２～３年程度）の腰掛出向では
なく、10年以上の長期出向を原則とすることにより、組織

に溶け込み、根を張った責任ある言動が可能となる。いず

れにせよ、対症療法的な拙速な対応は避け、原点に戻った
改革・改善を達成し、責任ある運営管理を実現するには、

相当の予算と時間をかける覚悟をしなければならない。 

(2)政府が前面に立ち、あらためて政策的コミットメントに
よる決断を 

これらの改革・改善の実現を原子力機構に丸投げ・任せ

きりにしてはならず、政府の強いリーダーシップのもと、
官民挙げて取り組まないと「もんじゅ」再生は覚束かない。

まず、政府は、あらためて核燃料サイクルの確立への政策

的コミットメント（2014年 4月の閣議決定）を再確認する
とともに、国民の不安と不信の払拭に全力を傾注すべきで

ある。「もんじゅ」がどのような道を辿ろうとも、核燃料

サイクル政策の基本は堅持しなければならない。 
(3)高速炉技術の実用化には柔軟な開発路線が不可欠 

高速炉のような長期・大規模技術の実用化には、連綿と

した基礎・基盤技術の維持と人材の確保が前提である。そ
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の開発路線は、一本道ではなく、複線、回り道も可とする

柔軟性が大切である。軽水炉開発の成功を見るまでもなく、
先進諸国との国際協力・国際連携も有効である。 

(4)研究開発段階施設に対する適切な安全規制基準の確立は

喫緊の課題 
研究開発段階にある「もんじゅ」の安全規制は、商用軽

水炉発電所のそれと大きく違って当然である。商用発電所

は、設備、機器等のハードウエアも運転、保守等のソフト
技術も、長年にわたる多数プラントの豊富な経験をもとに、

技術的に完成している。一方、「もんじゅ」は、我が国唯一

の高速原型炉であり、ハードウエアもソフト技術もそれ自
体研究開発対象であり、弱点、欠点を炙り出し、改善、改

良し、その先に繋げることが大きな本来の使命である。規

制委にとっても、「もんじゅ」ははじめての高速炉（原型
炉）の安全規制であり、適切な安全基準はいかにあるべき

か原子力機構と冷静に議論を重ねるべきである。それには

フランス、ロシア等の海外の先進事例が大いに参考になる
であろう。 

以 上 

 


